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陳情審査結果について (通知 )

平成 26年 11月 14日付けで受理しました次の陳情は、本町議会において、下

記のとおり決定しましたので通知しますぃ

記

1.ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を日本政府に求める意見書の提

出を求める陳情書・・・採択

※なお、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣に対し、別紙のと

おり意見書を提出しました。

以上



ウイルス性肝炎患者に対す る医療費助成の拡充等を求める意見書

現在 、わが国におけるウイルス性肝炎患者は、 350万 人以上い ると推定 さ

れ、その多 くは、集団予防接種時の注射等の使い回 しや輸血などの医療行為に

よる感染が原 因 とされてい る。 これ らを踏まえ、感染被害の拡大を招いた国の

責任 と肝炎患者 を救済す る責務を明記 した肝炎対策基本法が平成 22年 1月 に

施行 された。

しか し、国が実施 している医療費助成は、対象 となる治療法が限定 されてい

るため、助成の対象か ら外れている患者が相 当数 に上 り、一般の疾病 と同様に

高額医療費制度 を利用す る以外 に自己負担額を軽減す る手段がないな ど、高額

の医療費を負担せ ざるを得ないだけでな く、就労不能の患者 も多 く、生活に困

難 を来 している状況である。

また、肝硬変を中心 とす る肝疾患 も身体障害者福祉法上の障害認定の対象 と

されてい るものの、医学上の認定基準が極めて厳 しいため、亡 くなる直前でな

ければ認定 されない といつた実態が報告 されるなど、 ウイルス性肝炎が原因の

肝硬変及び肝がん患者 に対す る生活支援の実効性 を発揮 していないことか ら、

基準の緩和及び見直 しが必要である。

したがつて、国においては、次の事項が実現 され るよう要望す るものである。

1 ウイルス性肝炎が原因の肝硬変及び肝がんに係 る医療費助成制度を創設す
ること。

2 身体障害者福祉法上の肝疾患に係 る障害認定の基準を緩和 し、患者の実態

に応 じた障害者認定制度 にすること

以上、地方 自治法第 99条 の規定により意見書を提 出す る。

平成 26年 12月 5日

衆議院議長  殿
参議院議長  殿
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿

神奈川県足柄 上郡 中井町議会



ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書

わが国にはB型肝炎や C型肝炎の感染者及び患者が 350万 人以上と推

定されている。その大半は、集団予防接種や治療時の注射針等の使
いまわ

しや輸血、血液製剤の投与などの医療行為による感染が原因とされ
ている。

こぅしたことを踏まえ、平成 22年 1月 、感染被害の拡大を招いた国の責

任 と肝炎患者を救済するため「肝炎対策基本法」が施行挙れ、肝炎対策
が

実施されている。

しかしながら、国が実施 している医療費助成は、対象 となる治療法が限

定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当‐数にのぼ

っている。特に、ウイルス性肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担
せ

ざるを得ない状況にあり、就労不能の患者も多く生活に困難をきたして
い

る。

また、肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定 (障

害者手帳)の対象 とされているが、認定基準が極めて厳 しく、亡くなる直

前でなければ認定されないといつた実態が報告されている。このことは、

ウィルス性肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していな
いため、認

定基準の緩和及び見直しが必要である。

よって、国においては次の事項について、速やかに実現されるよう要望

する。

1 ウィルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。

2 身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者

の実態に応 じた障害者認定制度にすること。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

平成 年

神奈川県足柄上郡松田町議会

衆議院議長 殿

※ 衆議院は解散じ議長不在のため就任月日に発送


